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午前９時００分開議

○議長（宮本 泰男君） 皆さん、おはようございます。

第１１６回新温泉町議会定例会５日目の会議を開催するに当たりまして、議員各位に

は御参集を賜り、厚く御礼申し上げます。

本日は、令和４年度一般会計補正予算並びに特別会計及び公営企業会計の補正予算を

中心に議事を進めてまいりたいと存じます。

議員各位におかれましては、格別の御精励を賜り、慎重な御審議の上、適切妥当な結

論が得られますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の皆様、おはようございます。

定例会第５日目の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

本日は、令和４年度一般会計、特別会計及び企業会計の補正予算、諮問案１件につき

まして、御審議を賜りたく存じます。

議員各位におかれましては、連日の御審議をお願いすることになりますが、どうぞよ

ろしくお願いを申し上げます。

○議長（宮本 泰男君） ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しており

ますので、第１１６回新温泉町議会定例会５日目の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 諸報告

○議長（宮本 泰男君） 日程第１、諸報告に入ります。

議会運営委員会が６月２０日に開かれておりますので、委員長から報告をお願いいた

します。

中井議会運営委員長。

○議会運営委員会委員長（中井 次郎君） おはようございます。

それでは、議会運営委員会の御報告をさせていただきます。

昨日、本会議の後、この本会議場で行いました。内容は、委員会の閉会中における所
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管事務調査の申出でございます。これのみでございます。この申出を議長宛てに行うこ

とを決定をいたしました。以上です。

○議長（宮本 泰男君） 中井委員長、御苦労さまでした。

以上で諸報告を終わります。

・ ・

日程第２ 議案第４０号

○議長（宮本 泰男君） 日程第２、議案第４０号、令和４年度新温泉町一般会計補正予

算（第１号）についてを議案といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、令和４年度新温泉町一般会計予算に補正

の必要が生じましたので、御提案申し上げるものであります。

内容につきまして、休憩中に担当課長が御説明を申し上げたとおりであります。よろ

しくお願いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 内容説明につきましては、休憩中に担当課長から受けておりま

すので、これから質疑に入ります。

質疑は、歳出、歳入、総括を一括で行います。質疑はありませんか。

４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） ４款１項３目、１４ページの負担金補助金の水道事業経

営のところを少し詳しく御説明いただけたらと、もう一度お願いします。

○議長（宮本 泰男君） 澤田俊之君、もう一度。

○議員（４番 澤田 俊之君） すみません。１４ページ……。

○議長（宮本 泰男君） マイク意識してお願いします。

○議員（４番 澤田 俊之君） 予算書１４ページ、４款１項３目の補助金で水道事業経

営ということで計上されておりますけども、その内容を詳しく御説明いただきたいと思

います。

○議長（宮本 泰男君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） この補助金につきましては、新型コロナウイルスの感

染の影響等で町民の皆さんの生活が大変厳しいということでございまして、町民への経

済的な支援策として、水道事業のほうで基本料４か月を減免するということになってご

ざいます。以前のコロナウイルスが蔓延した折にもこのような対策を行いましたので、

現在の町民の皆さんのそういった経済的な御苦労の中で、前回同様の支援をこのたび行

いたいということでございますので、その分の減免分を一般会計から水道事業会計に補

助するものでございます。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 前回もされて、改めて今回計上されたということは、前
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回された、検証されて、要するに事業検証されて、今回計上されたというふうに思うん

ですけれども、前回の検証結果をお聞かせいただきたい。

というのは、経済支援、４か月で経済支援になるんかなというような疑問点を持って

おります。ですんで、逆に、１年間半額補助とか、そういうふうな考え方もできるんじ

ゃないかなというふうな考えもありますので、その検証結果で今回こういう予算計上さ

れたと思われますんで、検証結果のほうをお聞かせいただきたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 具体的にはそれぞれの御家庭の事情等もあると思いま

すけども、前回もそれぞれの御家庭でのそういった経済的な苦労があるという中で、減

免することにおいて、一定の町内での消費等もあるという中で、他市町の状況等も踏ま

えて、基本料の４か月としたところでございます。このたびもそういった、これから一

定コロナの感染対策が緩やかになろうとしている中で、さらに経済的な刺激を与えると

いうようなことで、前回と同様の基本料４か月という対策を打とうということでござい

ますので、その分の経営補助ということでございます。

○議長（宮本 泰男君） ４番、澤田俊之君。

○議員（４番 澤田 俊之君） 経済の刺激というようなお話もありますけど、反面、生

活に困っておられる方の助けという部分も非常にウエートが、私は、今の社会経済の中

では大きいと思います。４か月いただきました、じゃあ、そのお金がどこに行くのかと。

ある記事によれば、貯蓄に回ってるというような記事もあります。いうことで、本当に

生活の下支えをするんであれば、やはりある部分、長期的な視野でその辺考えていかな

ければいけないんじゃないかなというふうに思うんですけども。

それと、あと、これ、４月の緊急経済対策の話の事業内容だと思いますけども、たし

か、これ基本、事業者向けに対する水道減免等々というふうな書き方をされたようなこ

とを目にしたことがありますけども、そういうところに関しては特に問題がないんでし

ょうか。以上で終わります。

○議長（宮本 泰男君） 小谷町民安全課長。

○町民安全課長（小谷 豊君） 町民の皆さん、様々な給与体系の方もいらっしゃいま

すけども、前回も全ての町民の方の基本料を減免することによって、全体の経済政策の

一つのツールとして提案を申し上げて、対策を打ってきたところでございます。事業者

をはじめ、全ての町民の方の基本料を４か月減免することによって、そういった苦しい

方はもちろんでございますけども、町全体の経済対策の一つとして経営補助するもので

ございます。

○議長（宮本 泰男君） そのほかにありませんか。

８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 予算説明書の６ページ、財産管理費で、今回、外壁の一

部分が破損したという事故があったわけですけども、それに対して先日の説明いただい
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た中では、そこを補修すると。あと、ほかの部分については、職員が点検をしたという

ふうにおっしゃっておられたと思います。この庁舎自体について、外壁はタイル張りの

部分もかなりあります。職員がどういった形の点検をされて、今回、人身事故には至ら

なかったわけですけども、各施設が定期報告というような制度も、建築基準法の１２条

なんですけどね、そういったものもあって、実際に町で発注した部分もあります。その

中で、本庁舎について今回の事故、ああいう破損事故ですね、それに対して職員が見ら

れたと。タイル張りの外壁等をどこまで調査されたのか、その辺りについて、ひとつ、

これは大きな、事故の防止という面も大きいところがあるし、それは行政的な責任もあ

るんですけど、そこをどこまで把握して、これを実行されたのか、指示をされたのか、

上のほうでどういうふうに指示されたのかについて、お聞きしたいと思います。

もう一つ、今回の緊急対策の関係の概要ということで一番最初に上げていただいてる

ものなんですけども、今回の補正をもめて、４も ３４８も ０００もの総額というこ 

との中で、国庫支出金が１も ５６４も ０００も、そして、一般財とということで３ 

も ６４４も ０００もということになってるんですけども、億の対策である、次ペー 

ジに書いてあるとこでいくと、今回のおジジジの関係でいくと、億のほうで７８８も

０００もが計上されてるということで説明があるんですけども、これはこの表の中のど

こにもまれているのかということ。そして、トータルとして、地方債をもめて、町と国

庫支出金のほうをトータルしていった中で、コロナの関係と国庫支出金、そして、それ

を足していくと４も ３１８ももということで、 ９１７ももが足りないんですね。と 

いうことは、純粋に一般財と、要は、国から出てきてないお金っていうもんが出てきて

るわけですけども、これについて、地方債がその中で １４０ももあるんですけども、

あと ８００ももほどについてどうなのということの中で、先ほどの水道事業のほうに

回されている部分が ７００ももほどあるということは、これは回純に、コロナの関係

ではない部分にはみ出てきているというふうにも考えられるんですね。そういったこと

について、どんなふうな、効果をもめてお考えになられているのか、その辺りについて

の御説明をいただけますでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 中井総務課長。

○総務課長（中井 勇人君） まず最初に、財産管理費の件です。このたび３月の強風に

より屋上の外壁パネルが破損しましたので、予算的にはその分を修繕するということで

計上をさせていただいております。その修繕に当たって概算見積りをする際に、各屋上、

また周辺、庁舎内、庁舎建ジ、外壁等を一応目視というレベルですけども確認をして、

このたびの補正につきましては共済金の対象ということで、あくまで原状復旧というこ

とを基本に予算を計上させていただいております。今後につきまして、計画的な修繕等

も必要になってくるということも今後検討しなければならないというふうに思っており

ます。公共施設等の管理計画等も確認する中で、今後この庁舎に限らず、修繕等を、何

らかの対応を、方向性ももめて検討をしていく必要があるというふうに認識をしており
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ます。

次に、緊急経済対策の件ですけども、このたびの補正につきましては、先ほど資料１

ページのところで、事業費としては１も ９２５も ０００もに対して、ペ時ペペ金が 

１も８７も ０００も１１されるという中で、当初予算ももめまして、先ほど議員言わ

れましたように事業費があって、一般財と分が３も ６４４も ０００も、ペペ限度額 

が２も ８６７も ０００も、がしがきしまして ７７７もも、この分が財政調整基金  

で対応すると。予算上は一応、ペペ限度額よりも事業費自体は膨らんでいるということ

ですけども、決算ベースで考えたときには若干余裕がもう少し、当初予算の段階で計上

した数しでいきますと、財政調整基金でし当した数しというのが１も ４０３ももでご

ざいます。決算を見込んだ中での事業し当活用事業ということで数しを出しております

ので、このたびの補正だけで考えますと、ペ時ペペ金分そのものの事業はし当していな

いということで、当初予算の分をしてた形になっております。その他、決算的にいきま

すと、ほぼほぼっていいますか、もう少し余裕があるかも分かりません。その中で、こ

のたび、水道の用料の減免分 ７６２も ０００もをこのペ時ペペ金を財ととして活用 

するということで考えております。

この資料に上げてます事業、億支出金につきましては、国億支出金の中にもまってい

るということでございます。商店街おジジジ事業におきましては、億の補助金が７８８

も ０００も、一般財とが３９４も ０００もということで、その分に対してペ時ペペ 

金をし当するという考えのものでございます。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） そしたら、億支出金については、国庫支出金の中に入っ

てるということですか。（「はい」と呼ぶ者あり）そしたら、ここ、国庫支出金と書か

ずに、等とか何か書いていただいたら非常に分かりやすいんじゃないかなと思ってしま

うので、今後少し検討いただけたらなというふうに思います。

なぜ財とのことをちょっとお聞きするかというと、今回の経済対策について、過疎債

等をのえないのかなというふうに思うんですね。一般財と持ってると、私の回純な頭で

考えていくと、⒊３倍の事業ができるなというのをすぐ考えちゃうんですね。ただ、過

疎債等については限度額があるよということで、様々なものについて、ハードな部分、

ソフトな部分ってあるんですけども、こういったものについてはソフトの部分が多いか

なと思うんですけど、現在の新温泉町における過疎ソフトの限度額と、今既にもうのっ

てる過疎ソフト、その額について併せてお聞きできるかなというふうに思います。とい

うのも、先ほどお話ししてたように、回純にが額でいくと、今のってる地方債を除けば

０００もも以上という額になるので、決算ベースで支出が０えられたとしても、０額

０えられていくというふうにはちょっと思いづらいところもありますんで、それをもめ

て、その辺についての工夫ができないのかなということをお聞きしたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 中井総務課長。
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○総務課長（中井 勇人君） 過疎ソフトの限度額につきましては、ちょっと調べまして

お答えをさせていただきます。

経済対策につきましては、事業予算ベースでいきますと、予算ベース、イコールペペ

金限度額にしますと、１００％の執行はなかなか難しいケースも出てきますので、ある

程度、歳出予算っていうのは多めにし当しておく必要があるというふうに考えておりま

す。最終的に限度額に近い決算になると思われる数しを見込んだ結果が、こういうこの

たびの補正の額ということでございます。

○議長（宮本 泰男君） 中井総務課長。

○総務課長（中井 勇人君） 過疎債のソフト分の限度額でございます。新温泉町で１も

５００ももでございます。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩します。

午前９時２４分休憩

午前９時２５分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

中井総務課長。

○総務課長（中井 勇人君） 先ほど申し上げました過疎債限度額１も ５００もも、全

額予算１１しているということでございます。

○議長（宮本 泰男君） ８番、河越忠志君。

○議員（８番 河越 忠志君） 既に予算１１されてて、それは緊急経済対策のほうでは

ない形の部分が ０００ももよりちょっと多いぐらいという状況になってるということ

です。実際の施策でどこに重点を１かれるかということはあるわけですけども、そうい

った過疎ソフトも柔軟な形でのえるお金だというふうに認識してはいるんですけども、

そういったことの中で、経済対策についてどういうふうに取り組まれるかということに

ついては、もう全額のわれてるので、これから割増しが総務省からペペされるというこ

とはないとは思うんですけども、そういったことをトータルとしてお考えいただけたら

なということを思います。

そのほか、一般財とののい方については、非常に神経質になっていただけたらなと勝

手に思ってしまいます。先ほど、多めにしとかないとせっかくのペペされたものが０額

のい切れないということが起こってくる可能性があるという御説明を総務課長のほうか

らいただいたわけですけど、それについてはある意味で全く同感といいますか、理解を

させていただきます。ただ、それがどれぐらいになるかなというあたりを、めどを一応

持っておかれないと、過ぎたる形で一般財とを全部というか、ただのい切ってしまうと

いうことになってしまうので、一般財とについてはその辺りで慎重にのっていただけた

らありがたいなと。

そういったことの中で、今回の水道の基本料金ということ、これについては、いろん
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な効果の見方っていうのはあるかもしれませんけども、ただ、今この町に何を求められ

てるかなということを考えたときに、比重をどこに１くかとしたら、果たして本当にベ

ストな施策なのかなということについては、ちょっと疑問を感じる部分もありますので、

それについては、財とののい方を非常に神経質になっていただきたいと思います。以上

です。

○議長（宮本 泰男君） 中井総務課長。

○総務課長（中井 勇人君） 財政運営につきましては、議員御意見のとおり、慎重に進

めてまいりたいというふうに思います。過疎につきましても、過疎計画等を踏まえる中

で、ハード事業、ソフト事業を有効に利用していきたいというふうに考えておりますし、

その他、有利な財と等も十分考慮をしながら予算編成も行ってきております。今後の補

正が必要な際にも、そういった財とを意識しながら運営していきたいというふうに考え

ます。

○議長（宮本 泰男君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 今御指摘の中で過疎債というのがよく出てくるわけですけど

も、今言われましたように、限度額というものがございます。毎年１０年間の、今年度

も今取り組んでおりますけども、１０年間の財政計画を立てるという作業を毎年ローリ

ングしてやっております。その計画を立てた後に、副町長ヒアリングということで、億

の市町振興課のほうに、総務課、財政、それから、私ももめまして、１０年間投資事業

のどこに計画的に過疎債をしてるのかというふうな財政見通しを毎年かなりシビアにや

っておるところでございますので、そういった長期的な予定の中にも過疎債を割り当て

ているということがございますので、今言われましたような観点も持ちながら進めてい

きたいというふうに考えております。

○議長（宮本 泰男君） そのほかありませんか。

質問のある方は、挙手して、議長と呼んで、お願いします、番号と。

○議員（５番 米田 雅代君） 議長、５番、米田です。

○議長（宮本 泰男君） ５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 先ほどの水道の用料の減免の件についてですが、財政的

な部分の中で、今回１１を取られたということで、財政的な部分のほうでお聞きしたい

んですけども……（「財と」と呼ぶ者あり）財とのほうでお聞きしたいんですけども、

よろしいでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） どうぞ。

○議員（５番 米田 雅代君） 令和２年度のときに、同じような減免１１を取られたと

きの報告書の中で、感染症の拡大に伴う経済的な影響に対する支援１１として４か月間

の、令和２年６月分から令和２年９月分まで水道料金の基本料、の用料を免除する１１

を実施したというふうに書かれております。あくまでも、感染症の拡大に伴う経済的な

影響に対する支援１１です。今回の場合の同じ施策を取られるということは、今の現状
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に対して、私は拡大期ではないとは思っておりますので、そういう拡大期のときに取ら

れた１１と同じ１１を取られる、同じような形のものをされるっていうことに対しての

整合性っていいますかね、そういったところをどのように考えて今回取られたのか。そ

れとともに、昨日、国保の件では、コロナの影響が収まりつつあるように思われるので、

税率を令和元年のところに戻すようなお話がありました。そういったところの中で、ど

のような認識でおられるのかお聞きしたいです。（「所管の委員だけでええだか」と呼

ぶ者あり）

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩します。

午前９時３２分休憩

午前９時３３分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 所管委員会ということで、財とのことをということでしたの

で、今回のペペ金につきましては、ジ価上昇というふうな側面も非常に大きいところで

ありますので、それに見合った財とということでございます。

○議長（宮本 泰男君） そのほかありませんか。

１５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 牧場公園課にお尋ねをいたします。１６ページ、補助金、

但馬牛博ジ館校外学習受入事業の２５もも、大変結構な事業だと思うわけですけれども、

新しくこれは創設されたというように説明受けたですけれど、こういう場合は補助金要

綱とか、そういうものが要ると思うんですけれども、ありませんか。

○議長（宮本 泰男君） 小野牧場公園長。

○牧場公園園長（小野 量就君） 補助金についての要領等については、策定ということ

で動いておりまして、先日の委員会のほうでも配らせていただいたようなところですが、

作成ということで考えております。

○議員（15番 小林 俊之君） 了解。

○議長（宮本 泰男君） そのほかありませんか。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） ４ページの町債のことで、林業債ということで、春来と

塩山の治山事業というように書いてあるんですが、１７ページ、歳出のほうですね、林

業振興費の中で補正で特定財とが ７５０ももという形で、委業料が６１０ももと工事

請負費が９９０ももで ６００ももということで、これが春来の治山事業で、緊急自請

災災防止対策事業債で ６００もも、残りが１５０ももっていうことですけど、それが

塩山のほうの治山事業になると思うんですけど、これが予算書上にちょっと消えている

というか、その辺りの説明をお願いしたいです。
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それとあと、地方債のほうのことで、同じ塩山地区で治山事業のほうが合併特例債を

のわれ、今度、土木費のほうなんですが、道路改良事業には過疎債をのうというふうに

地方債のほうのところに書いてあるんですけど、こののい分けっていうののちょっと説

明をお願いしたいと思います。

それとあと、企画費ですね。６ページの企画費のＪＲの山陰本線利用促進の支援事業

なんですが、直なの利用料金の補助が４２も ０００もで、グななのほうが５５ももっ

ていうのをちょっと何かバランスを考えると、料金補助のほう多いのがしかるべきでな

いかと思うんですが、その辺りの考え方を教えてください。

それから、もう１点、いろんな今回コロナ関係で補助金が出て、１０分の１０とかあ

るわけですが、補助金によって、消費税はもまないとかいう、消費税分は補助団体負担

みたいなものもあるんですが、ちょっとそこら辺の違い、全額補助と、同じ１０分の１

０だけど消費税は対象外みたいなの、ちょっと説明をお聞かせください。以上です。

○議長（宮本 泰男君） 中井総務課長。

○総務課長（中井 勇人君） まず最初に、１７ページの財と、町債の ７５０ももと事

業費とが合わないのではということだったと思います。言われましたように、治山事業

分としまして ６００もも、が額の１５０ももにつきましては、合併特例債での治山事

業分として、これは億要望に伴う増額したもので歳出は上がっておりませんけども、財

とし当のみ、財と振替ということで増額しているということになります。

それと、過疎債等ののい分けということです。明確に道路事業、例えばこれは過疎債

をのって、これは他の事業をのってということではなくて、それぞれ対象となる事業、

まず有利な過疎債にしてれる事業をし当する中で、限度額がありますので、それに合う

ほかの財とし当ということで、他も有利な起債を順次し当していくという考え方でござ

います。

○議長（宮本 泰男君） 水田企画課長。

○企画課長（水田 賢治君） ＪＲ山陰本線利用促進の鉄道往復利用支援事業につきまし

て御質問いただきました。

乗車ジ補助の部分と、それからノベルティーの部分との予算額の大小がちょっと若干

あるということでの御意見でございますが、今回、ＪＲ西日本が公表しましたローカル

線に関する課題認識と情報開示につきましては、浜坂駅発の豊岡駅または鳥取駅までの

区間につきまして、利用者数が少ないということがございました。そこで、できるだけ

浜坂駅からのＪＲ利用者を増やしたいという中での事業でございます。その中で、今回

日程を設定をしまして乗客を増やす施策ということで、往復の利用者に対しての片道の

補助をいたすものでございます。ただ、今回どれぐらいの利用者が実際のっていただけ

るかというのが分からない中で、１本当たり５０人ぐらいをめどにしたいということで、

乗車ジの支援の部分につきましては、６本掛ける５０人ということで６００人をめどに

したとこであります。一方で、ノベルティーの部分につきましては、町民の鉄道利用の
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増加と、路線維持に対する意識の向上という部分での役割を担ってもらうということで

作成をするものでございます。これにつきましては、この６００人と、それから、子供

につきましては半額料金ですから、大人１人分で２人乗れるという部分もありますので、

もう少し人数的にはしっかりのっていただければ６５０人なり７００人になる可能性も

ございます。啓発につきましては、この事業のみならず年間を通じてしていくというこ

ともございますので、そういうことにノベルティーの部分につきましては、予算が少し

多いですけれどものわせていただきたいというふうに思っております。

それから、もう一つのコミュニティ助成事業の関係で、対象額の中に消費税がもまれ

ているかどうかという御質問でしたが、こちらにつきましてはもまれております、もん

だ額となります。以上です。

○議長（宮本 泰男君） ６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） そうしましたら、林業振興費のほうの件ですが、１５０

ももの治山事業については、一般財とから地方債に変わったと、合併特例債に。それで、

同じ塩山で治山工事が合併特例債、道路改良が過疎債ということは、最初に道路改良の

ほうが上がって、その後で治山工事のほうが出てきて、過疎債のほうがいっぱいだった

から、その次に有利である、順当率９５％ですか、過疎債は１００％ですから、次に有

利な合併特例債に変えたという認識でよろしいでしょうか。

それとあと、ＪＲの件ですが、これはそうすると、今の説明だと、ノベルティーグな

なについてはこの補助事業をのった方には出すんですが、それ以外の方にも啓発として

出すというようにちょっと私は受け取ったんですが、それでよろしいでしょうか。

それから、もう１点、すみません、私、はっきりと言わなかったんですが、補助率１

０分の１０という部分についてちょっと、これ、商店街のおジジ事業のことなんですが、

これ、町から３分の１で、億が３分の２の補助ということになっております。それで、

その部分について、消費税分はその補助団体の負担というふうになってると聞いてるん

ですが、そのほかいろんな事業は１０分の１０、今言われたコミュニティ事業とかは１

０分の１０、消費税ももめて、そこのちょっと違いというか、どういう理由でそのよう

になってるのか、お尋ねしたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） 水田企画課長。

○企画課長（水田 賢治君） ＪＲのノベルティーの関係でございますが、当初といいま

すか、今回の鉄道往復利用支援事業に当たってのノベルティーということで作らせてい

ただきたいというふうに思っておりますが、先ほども申し上げましたように、どれぐら

い、６００人を見込んでおりますけれども、来ていただけるかっていう部分は分かりま

せんので、また、先ほども申し上げたとおり、意識の向上、いわゆる啓発が年間を通じ

て必要だというふうに思っておりますので、のい切れない部分につきましては、年間で

またいろんな施策を考えたいと思っておりますので、それに活用させていただけたらと

いうふうに思っております。
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○議長（宮本 泰男君） 福井商工観光課長。

○商工観光課長（福井 崇弘君） おジジジの補助の関係でございますけれども、億補助

の要綱により消費税分が別途という形になるものでございます。近年の補助金の制度が

国、億におきましては、消費税分対象外というものが増えております。以上です。

○議長（宮本 泰男君） 中井総務課長。

○総務課長（中井 勇人君） 起債の件です。議員言われますように、過疎債につきまし

てはし当率が１００％、ペペ税率７０％でございます。合併特例債につきましては、し

当率９５％で、ペペ税率が７０％ということで、当初予算、一般財とであったものをこ

のたび起債をし当したということでございます。

○議長（宮本 泰男君） そのほかありませんか。

５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） ＪＲの今の件についてですが、普通こういった事業とい

いますのは、のわれて、それに対して、後から支払いと言ったらおかしいですけども、

そういったような補助金といいますか、そういったものを出すっていうのは普通の在り

方であろうと思うんですけども、今回は先に回数ジをジわれる、その回数ジが余った場

合はどうされるんでしょうか。まずその辺の普通の、私が普通思ってる事業の在り方と

しては、後で助成金を多分お渡しするって変な言い方ですけども、そういうような、す

ると思うんですけども、今回は先に回数ジをジわれた中での事業をされる、その辺のと

ころの認識っていったらおかしい、その辺のところをちょっとお聞きしたいです。

○議長（宮本 泰男君） 水田企画課長。

○企画課長（水田 賢治君） 御質問の件につきましては、本来こういった事業につきま

しては、実施をした何かしら証明書などを提出をいただいて、それを確認をして支援を

するということが多くありますが、他市町におきましても、そういうことを実施されて

る経過がございます。ただ、実施の問題点としまして、やはり証明の関係を役所まで持

ってきていただいて、申請書なりを出して、切符なんかも持ち出しの承認をいただいて

添ペをするというふうな、手続的に非常に多くのプロセスが必要になってくるというこ

とがあります。今回、豊岡駅または鳥取駅の利用ジにつきましては、金額的に ０００

も未０ということもあって、そういう手続が煩雑であるとなかなか利用していただけな

いというふうな見込みがございます。そういった場合に、職員が特設窓口をのって、来

られた方の顔を見ながら、そのごとに回数ジを購入をして無駄なく支給をしていくとい

うやり方にさせていただいて、要は、利用者にとっていろんな手続がないように、でき

るだけ簡素にしたいという思いがございました。

回数ジにつきましては、３か月利用期間がありまして、その顔を見ながら、順次ジい

足していくというやり方をしていきます。もし、残数が出ましたら返金といいますか、

ペ換をしていただくということが可能でございますので、それは駅のほうとのペ渉もさ

せていただくということになっております。以上です。
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○議長（宮本 泰男君） 西村副町長。

○副町長（西村 徹君） 補助事業の場合、２つやり方がございます。ちょっと行政用

語になりますが、償還払いと現ジ給ペ、今回の場合は現ジ給ペに当たるということでご

ざいます。

○議長（宮本 泰男君） そのほかありませんか。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） ちょっと今の件についてですが、顔を見てというような

表現があったんですけど、これ、町民に対する事業ですよね。町民か否かっていうよう

なこと、職員が把握されている方ならいいですけど、知らない人でというような、その

辺どうやって見分けるかというか、そこ、いかがでしょう。

○議長（宮本 泰男君） 水田企画課長。

○企画課長（水田 賢治君） 町民対象ということにしておりますので、基本的に駅の特

設窓口でしっかり今回利用をしていただく方のお名前、住所を書いていただく、簡易な

申請書といいますか、そういったものを書いていただくことにいたしております。

○議長（宮本 泰男君） そのほかありませんか。

５番、米田雅代君。

○議員（５番 米田 雅代君） 今、ＪＲの件なんですけども、本事業については子供を

もめた町民の鉄道利用のきっかけづくりの一環として実施するっていうことで、わざわ

ざ夏休みに実施をされるわけで、しかも限定３日間にされておられます。７月３０日、

８月７日、２０日と、土曜日、日曜日ということで、場合によっては保護者の方で、例

えば土日休みの方ばっかりには限らないと思うんですけども、例えばこの３日間で、先

ほど言った、そのたびに回数ジをジい足すので余らないような状態にするっておっしゃ

られましたけども、例えばこの予算額の中で、平日とかそういったものを入れられると

か、増やすっていうようなお考えはないんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 水田企画課長。

○企画課長（水田 賢治君） 職員の中で検討した中では、この土日が一番たくさんの方

に御利用いただけるんじゃないかということで、土日を設定をいたしております。今回

初めての試みでありますので、私たちも実際いつがたくさんのっていただけるとか、ど

ういった時間帯がっていうことも、これからまだまだ検討していく必要があると思って

おりますので、今回はこの土日の３日間でさせていただき、職員が出て、実際にはいろ

んな聞き取りも会話の中でしながら、ＪＲの利用促進についてのお願いとか、そういっ

たこともしたいと思っております。そんな中で、また平日の利用者が必要だということ

であれば、これは今回だけで終わる事業ではないと思っておりますので、今後の検討と

させていただきたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） ７番、浜田直子君。

○議員（７番 浜田 直子君） すみません。では、ただいまの件ですけど、山陰本線利
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用促進の件についてです。今回のこの企画、すごく本当にいい企画だと思います。子供

たちにとっては、ＪＲっていうのは本当に乗りたくて乗りたくて仕方ない事業ですので、

こういう機会をつくっていただいたっていうのは本当にありがたいです。

今回、予算出てますけど、もし仮に、もしですけど、希望者が多くて、予定をオーバ

ーしたりとかした場合も対応していただけるんでしょうか。

○議長（宮本 泰男君） 水田企画課長。

○企画課長（水田 賢治君） それぞれ豊岡方面、鳥取方面、また、それぞれの汽車の時

間帯に応じて多少の増減があるかと思いますので、そこら辺は柔軟な対応をしていきた

いと思いますが、総枠につきましては、もう予算が関係する部分でございますので、も

し定員以上の利用があった場合につきましては、それはもうお断りをするしかないとい

うふうに思っております。

○議長（宮本 泰男君） ７番、浜田直子君。

○議員（７番 浜田 直子君） 予算内ということで致し方ないとは思いますが、なるべ

く子供たちの夢を実現していただきたいと思いますので、でも、企画していただいたっ

ていうのが本当にありがたいんで、続けていただければと思います。

○議長（宮本 泰男君） 水田企画課長。

○企画課長（水田 賢治君） 子供たちは、今後においてＪＲを利用する期間っていうの

はまだまだこれから長い年齢だと思っております。また、１歳からは鉄道に対して興味

を持ち始めるというふうなデータもございますので、できるだけたくさんの子供にのっ

ていただきたいというふうに思っております。今回、呼びかけに当たりましては、子供

たちが鳥取方面、豊岡方面で楽しめるようなところも御案内をしたいというふうに思っ

ております。以上です。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） 私もＪＲ利用について。１回当たり５０人程度というこ

とで、１両当たりが５０座席程度というふうな設定になっているので、それは分かるん

ですけれども、ちょっと駐車場が心配なんですけども、その辺りはどのようにお考えで

しょうか。２人以上１０人以内での複数人での鉄道往復利用と書いてあるんですけれど

も、だとしたら、最大２５組ぐらいが車で、この地域だと来られる可能性があるのかな

と思うんですけども、２０組以上を賄えるだけの駐車場というのが心配なんですけども、

その辺り、お考えをお聞かせください。

○議長（宮本 泰男君） 水田企画課長。

○企画課長（水田 賢治君） 駐車場問題につきましては、今も本当に浜坂駅の利用者の

方々に御不便かけている部分ございます。できるだけ乗り合わせであったりとか、それ

から公共施設の駐車場をのっていただくとか、例えば役場であったり、サンシーホール

であったり、そういったところの御案内ももめて、駅前の町が持ってます駐車場も御利

用いただきながら、それでもオーバーする場合につきましては、ちょっとまた今後の検
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討ということでお願いしたいと思います。

○議長（宮本 泰男君） ３番、岡坂遼太君。

○議員（３番 岡坂 遼太君） その駅前の駐車場の、山陰プロパンの裏手ですか、のと

ころを見に行ったら、どこが１いていいのか、どこが月ぎめでのっているのか全く分か

らなくて、勝手に１いたら怒られちゃうんだろうなというふうな形で、この間見たら思

いましたので、今回を機に整備していただいて、より利用しやすい形にして、鉄道利用

をこの機以外でも促進できるような形にしていただけたらと思います。

○議長（宮本 泰男君） 水田企画課長。

○企画課長（水田 賢治君） 駅前の駐車場につきましては、この前も一般質問もいただ

いたところでありますので、のいやすいような整理、一定の、自由に止めるという部分

につきましては、長期の駐車であったり、誰が止めてるか分からないということもあり

ますので、制限をする必要があるかと思ってます。そこら辺を整理をしながら、町民の

方にのっていただけるような駐車場の運営方法につきましてはまた総務課とがき続き協

議をさせていただいて、できるだけ早い段階で、有効に利用できるように考えていきた

いと思っております。

○議長（宮本 泰男君） そのほかありませんか。

１２番、池田宜広君。

○議員（12番 池田 宜広君） ちょっと休憩していただけませんか。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩します。

午前１０時００分休憩

午前１０時０１分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じ、再開いたします。

そのほかありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 質疑を終結し、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

暫時休憩いたします。１０時１５分まで。

午前１０時０２分休憩

午前１０時１５分再開
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○議長（宮本 泰男君） 再開いたします。

ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、議案第４１号から議案第４７号まで

の令和４年度特別会計及び公営企業会計７会計の補正予算につきましては、一括上程し、

質疑、討論、採決は会計ごとに行います。

・ ・

日程第３ 議案第４１号 から 日程第９ 議案第４７号

○議長（宮本 泰男君） 日程第３、議案第４１号、令和４年度新温泉町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）について、日程第４、議案第４２号、令和４年度新温泉

町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について、日程第５、議案第４３号、令和

４年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予算（第１号）について、日程第

６、議案第４４号、令和４年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計補正予算（第１号）につ

いて、日程第７、議案第４５号、令和４年度新温泉町水道事業会計補正予算（第１号）

について、日程第８、議案第４６号、令和４年度新温泉町下水道事業会計補正予算（第

１号）について、日程第９、議案第４７号、令和４年度新温泉町公立浜坂病院事業会計

補正予算（第１号）についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議案第４１号、令和４年度新温泉町国民健康保険事業特別会計

補正予算（第１号）についてから議案第４７号、令和４年度新温泉町公立浜坂病院事業

会計補正予算（第１号）についてまでにつきましては、それぞれ補正を行う必要が生じ

ましたので、御提案を申し上げるものであります。

内容につきまして、休憩中に担当課長が御説明申し上げたとおりであります。どうぞ

よろしくお願いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 内容説明につきましては、休憩中に担当課長から受けておりま

すので、これから質疑に入ります。

議案第４１号、令和４年度新温泉町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて、これから質疑に入ります。質疑をお願いいたします。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） ありませんね。

質疑を終結し、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。
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議案第４２号、令和４年度新温泉町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、これから質疑に入ります。質疑をお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） ありませんね。

質疑を終結し、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第４３号、令和４年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計補正予算（第１

号）について、これから質疑に入ります。質疑をお願いいたします。質疑はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） ありませんね。

質疑を終結し、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第４４号、令和４年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計補正予算（第１号）につい

て、これから質疑に入ります。質疑をお願いいたします。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） ありませんね。

質疑を終結し、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第４５号、令和４年度新温泉町水道事業会計補正予算（第１号）について、これ

から質疑に入ります。質疑をお願いいたします。質疑はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） ありませんね。

質疑を終結し、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第４６号、令和４年度新温泉町下水道事業会計補正予算（第１号）について、こ

れから質疑に入ります。質疑をお願いいたします。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） ありませんね。

質疑を終結し、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

議案第４７号、令和４年度新温泉町公立浜坂病院事業会計補正予算（第１号）につい

て、これから質疑に入ります。質疑をお願いいたします。質疑はありませんか。

１４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 一つお尋ねをいたします。２６ページに、収入の中で、

億の補助金で、新型コロナウイルス感染症疑い患者受入体制確保事業補助金、こういう

のが載っておるんですけども、この疑いというのはどういう内容でしょうか。この前と

何が違うのか、病院の体制が変わるのか、発熱外来なり、そういうのがいい例だと思う

んですけども、それはどうなんでしょうか。

それから、３０ページの支出、いわゆる資本的収入及び支出の中で、施設用器械備品

購入ということになっておりますけど、これの内容をもう少し詳しく、何のための備品

なのか、お尋ねいたします。

○議長（宮本 泰男君） 宇野病院事務長。

○浜坂病院事務長（宇野喜代美君） 所管の委員会のほうでは御説明を申し上げておりま

したけれども、浜坂病院で発熱外来を行っております。このたびの補助金につきまして

は、救急医療、発熱外来で例えば入院が必要になったという患者の体制を整えるである

とか、救急の発熱外来の環境の整備であるとかいうことを対象とした補助金でございま
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す。

疑い患者の受入れといいますのは、所管の委員会では御説明申し上げましたけれども、

実は１月の下旬に病院のほうでコロナを、院内感染が起こったことを受けて、今後の新

興感染症に対応し得るべく、感染症に対応した病床を、手挙げを実はしております。そ

れが４月１１日で、２床設定をしております。実際に５月３０日には、豊岡健福のほう

から町民の方で１人受け入れてくれないかということで、既に受入れを行っているとこ

ろです。１０日、症状が寛解して退院をされておりますけれども、そういった体制を浜

坂病院のほうでは現在進めて、受け入れております。所管の委員会では御説明を申し上

げておりましたけれども、御存じなかったかもしれません、申し訳ございません。それ

に対応するべく、このたび１０分の１０の補助金を活用して、例えば、現在、陰圧室が

１室しかございませんので、こういった陰圧装１、こういったものを購入したりである

とか、あとは、発熱外来が簡易なブルーシートを敷いて行っておりますので、それを、

旧保健センターですけども、そこにタイルカーペなトを敷き詰めて、今後に対応したり

であるとか、あとは、そうですね、ディスポの吸が器であるとか、感染性のフなトペダ

ル等をそれぞれ購入する予定にしております。資本のほうに勘定しているものにつきま

しては、今、中井議員御質問のものにつきましては、こういった簡易陰圧装１であると

か、あとは、ヘパフィルターといいまして、こういったパーティションですね、これで、

こっちが吐くほうで、こっちが吸うほうみたいな、そういった２台を一対として、こう

いったものも発熱外来に１いたりだとかいうことを資本のほうで備品として購入を計画

をしているということです。既にこういったパーティションにつきましては、令和２年

度でしたか、購入をしておりますけれども、一般会計から経済対策でいただいて。改め

て、これでしたら可動ができますので、こういうものを整えていこうじゃないかという

ことで計画をしているということでございます。

○議長（宮本 泰男君） そのほかありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） では、質疑を終結し、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１０ 諮問第１号

○議長（宮本 泰男君） 日程第１０、諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求

めることについてを議題といたします。
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上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、現委員、太田さかえ氏は、令和４年９月

３０日をもって任期０了となるため、後任の推薦について意見を求めるものであります。

後任につきましては、畑達彦氏をお願いいたしたく御提案申し上げるところでありま

す。畑氏は、住所は新温泉町竹田１５６７番地、昭和２７年８月１４日生まれで６９歳、

平成２４年７月まで警察官として事件、事故での被災者等の人権に関わった経験が豊富

なことから、委員として適任と考え、御提案するものであります。どうぞよろしくお願

いいたします。

○議長（宮本 泰男君） 説明は終わりました。

これから質疑に入ります。質疑はありませんか。

１５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） ただいま畑さんの経歴を少し説明をいただきましたが、

こういうような委員にお願いをしたり受けたりするということは大変なことだというこ

とは十分理解をしております。ただ、推薦についての根拠法令を見てみますと、審議資

料の３４ページについてるわけですけれども、この根拠法令の３番に当たるではなかろ

うかと思うわけですけれども、その中のどれに当たるかということを説明をお願いした

いと思います。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ３番に当たると考えております。

○議長（宮本 泰男君） １５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 根拠法令の３番の中からどれかに当たるから推薦をされ

てるだろうと思うわけですけれども、ここに内容が細かく書いてありますけれども、こ

のどの部分に当たるかということの説明をお願いします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） ３番の部分の「市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議

会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ」、こういっ

た部分に当たると考えております。

○議長（宮本 泰男君） １５番、小林俊之君。

○議員（15番 小林 俊之君） 今町長が説明をされましたけれども、人格識見高く、広

く社会の実情に通じ、人権擁護についての理解のある、これ３つが社会実業家のことを

意味してると私は思うんです。人格識見高い社会実業家、実情に通じた社会実業家と、

そういうような文脈になってると思うんです。違うでしょうか。そのほかのところ、そ

の下をずっと見てみると、どうも当たるところはないかなと思いながら説明を聞いてい

るということですので、もう一度説明をお願いをいたします。

○議長（宮本 泰男君） 西村町長。
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○町長（西村 銀三君） この３行目の部分に「教育者、報道新聞の業務に携わる者等及

び弁護士会その他婦人、労働者、青年等」という、このもう一つ前の「等」ももめて、

「等」という言葉に当たると考えております。

○議員（15番 小林 俊之君） 休憩をお願いします。３回済みましたから休憩をお願い

します。いいですか、いけませんか。

○議長（宮本 泰男君） 暫時休憩します。

午前１０時３８分休憩

午前１０時３９分再開

○議長（宮本 泰男君） 休憩を閉じて、再開いたします。

そのほか質問ありませんか。

１４番、中井次郎君。

○議員（14番 中井 次郎君） 私はこの方をよく存じております。三田の警察署長も最

終的にはおやりになって、その後、地区内の区長もやられて、ここの中の社会実業家と

いうか、そういう方に当たるのではないかと解釈いたします。以上です。

○議長（宮本 泰男君） そのほか質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 質疑ありませんね。

では、質疑を終結し、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入口を閉鎖します。

〔議場閉鎖〕

○議長（宮本 泰男君） ただいまの出席議員数は、議長を除く１５人です。

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に７番、

浜田直子君、８番、河越忠志君を指名します。

投票用紙を配ペします。

〔投票用紙配ペ〕

○議長（宮本 泰男君） 念のため申し上げます。本件について同意することに賛成の諸

君は賛成と、反対の諸君は反対と記載願います。

なお、投票について賛否を表明しない投票、賛否が明らかでない投票は、会議規則第

８３条の規定により、反対とみなします。

投票用紙の配ペ漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 配ペ漏れなしと認めます。
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投票箱を点検します。

〔投票箱点検〕

○議長（宮本 泰男君） 異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と名前を呼び上げますので、順番

に投票をお願いします。

○事務局長（島木 正和君） それでは、申し上げます。

〔事務局長点呼、議員投票〕

１番 中村 茂君 ２番 西村 龍平君 ３番 岡坂 遼太君

４番 澤田 俊之君 ５番 米田 雅代君 ６番 森田 善幸君

７番 浜田 直子君 ８番 河越 忠志君 ９番 重本 静男君

10番 竹内敬一郎君 11番 岩本 修作君 12番 池田 宜広君

13番 中井 勝君 14番 中井 次郎君 15番 小林 俊之君

○議長（宮本 泰男君） 投票漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。

開票を行います。浜田直子君、河越忠志君の開票の立会いをお願いします。

〔開 票〕

○議長（宮本 泰男君） 投票の結果を報告します。

投票総数１５票、賛成１４票、反対１票です。

以上のとおり、賛成多数であります。よって、本件については、同意することに決定

しました。

議場の出入口を開きます。

〔議場開鎖〕

・ ・

日程第１１ 請願第１号

○議長（宮本 泰男君） 日程第１１、請願第１号、教職員定数改善と義務教育費国庫負

担率２分の１の復元をはかるための、２０２３年度政府予算に係る意見書採択の請願に

ついてを議題といたします。

請願に対する委員会の審査報告を求めます。

浜田民生教育常任委員長。

○民生教育常任委員会委員長（浜田 直子君） 失礼します。請願審査報告をさせていた

だきます。

民生教育常任委員会にペ業された請願を審査した結果、次のとおり決定したので、新

温泉町議会会議規則第９３条の規定により報告いたします。
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全会一致で採択すべきものといたしました。

詳細につきましては、先日の委員会報告と併せていただきます。以上です。

○議長（宮本 泰男君） 委員長の報告は終わりました。

審査報告に対する質疑がありましたらお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） ありませんね。委員長、ありがとうございました。

質疑を終結し、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

この請願に対する委員長の報告は、採択です。

この請願を委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、この請願は、委員長報告のとお

り採択することに決定しました。

暫時休憩します。

午前１０時５２分休憩

午前１０時５４分再開

○議長（宮本 泰男君） 再開いたします。

・ ・

追加日程第１ 意見書案第１号

○議長（宮本 泰男君） お諮りいたします。ただいま意見書案第１号、教職員定数改善

と義務教育費国庫負担率２分の１の復元に係る意見書が提出されました。これを日程に

追加し、追加日程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題にしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、意見書案第１号を日程に追加し、

追加日程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題にすることを決定いたしました。

追加日程第１、意見書案第１号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担率２分の１の

復元に係る意見書についてを議題といたします。

本件に対する提出者の趣旨説明を求めます。

６番、森田善幸君。

○議員（６番 森田 善幸君） 意見書案第１号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担

率２分の１の復元に係る意見書の提出について、朗読をもって説明いたします。

別紙、教職員定数改善と義務教育費国庫負担率２分の１の復元に係る意見書を、新温

泉町議会会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出します。令和４年６月２
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１日提出。新温泉町議会議長、宮本泰男様。提出者は私、森田善幸と、賛成者は米田雅

代議員、重本静男議員であります。

では、朗読いたします。

教職員定数改善と義務教育費国庫負担率２分の１の復元に係る意見書（案）。２０２

１年の法改正により、小学校の学級編制標準は段階的に３５人にがき下げられるものの、

今後は、小学校にとどまることなく、中学校・高等学校での早期実施も必要です。加え

て、きめ細かい教育活動を進めるためには、さらなる学級編制標準のが下げ、少人数学

級の実現が必要です。萩生田前文科大臣も、改正義務標準法に関わる国会答弁の中で、

３０人学級や中・高における少人数学級の必要性についても言及しています。

学校現場では、貧困・いじめ・不登校など解決すべき課題が山積しており、子供たち

の豊かな学びを保障するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難

な状態となっています。また、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、新たな業務も発

生しています。豊かな学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配教員の増員や

少数職種の配１増など教職員定数改善が不可欠です。

一方、厳しい財政状況の中、独自財とにより人的１１等を行っている自治体もありま

すが、自治体間の教育格がが生じていることは大きな問題です。義務教育費国庫負担制

度については、２００６年に国庫負担率が２分の１から３分の１にがき下げられました。

国の施策として、定数改善に向けた財と保障をし、子供たちが全国のどこに住んでいて

も一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。豊かな子供の学びを保障する

ための条件整備は不可欠です。

よって、国会及び政府におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自

治体が計画的に教育行政を進めることができるように、下記の１１を講じられるよう強

く要請します。

第１点、中学校・高等学校での３５人学級を早急に実施すること。また、さらなる少

人数学級について検討すること。第２点、学校の働き方改革、長時間労働是正を実現す

るため、加配教員の増員や少数職種の配１増など教職員定数改善を推進すること。第３

点、自治体で国の学級編制標準よりがき下げた学級編制基準の弾力的運用の実施ができ

るよう、加配の削減は行わないこと。第４点、教育の機会均等と水準の維持向上を図る

ため、地方財政を確保した上で、義務教育費国庫負担制度の負担割合を２分の１に復元

すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。令和４年６月２１日。衆

議院議長様、参議院議長様、内閣総理大臣様、財務大臣様、総務大臣様、文部科学大臣

様。兵庫億新温泉町議会議長、宮本泰男。

以上であります。

○議長（宮本 泰男君） 提出者の説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 森田議員、ありがとうございました。

質疑を終結し、討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。

別紙意見書案を原案のとおり決定し、国会及び政府関係機関に提出することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決する

こととし、別紙意見書を国会及び政府関係機関に提出することに決定しました。

お諮りします。ただいま採択されました意見書第１号について、し句等の整理を要す

る場合は議長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、し句等の整理を要する場合は議

長において処１することに決定しました。

・ ・

日程第１２ 議員派遣

○議長（宮本 泰男君） 日程第１２、議員派遣についてを議題といたします。

お諮りします。議員派遣につきましては、お手元に配ペしました４件に派遣すること

にしたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては、お手

元に配ペしましたとおり派遣することに決定しました。

・ ・

日程第１３ 委員会の閉会中における所管事務調査の申し出について

○議長（宮本 泰男君） 日程第１３、委員会の閉会中における所管事務調査の申し出に

ついてを議題といたします。

各常任委員会及び議会運営委員会から、別紙のとおり閉会中における所管事務調査の

申出が出されておりますので、これを承認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、申出のとおり承認することに決

定しました。

・ ・

○議長（宮本 泰男君） お諮りします。今期定例会の会議にペされた事件は全て議了い

たしました。よって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。

－２６－



〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（宮本 泰男君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会は本日をもって閉会

することに決定します。

第１１６回新温泉町議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

今期定例会は、去る６月８日に開会以来、会期末となる本日まで条例の改正、令和４

年度一般会計補正予算など重要な案件について御審議してまいりました。

審議に当たっては、議員各位の極めて熱心な御審議により、それぞれ適切妥当な結論

を得たものであります。その御精励に対し深く敬意を表します。

また、町長をはじめ執行部の皆様におかれましては、誠意を尽くした説明をしていた

だきました。審議の過程での意見並びに提言を十分に尊重され、今後の町政運営に十分

反映されますよう強く望むものでございます。

結びに、議員各位並びに町当局におかれまして、町政発展のため御努力を賜りますよ

う御祈念申し上げ、閉会の挨拶といたします。

町長挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） ６月定例会の閉会に当たりまして、お礼の御挨拶を申し上げま

す。

今期定例会におきましては、私どもの提案させていただきました議案について、慎重

な御審議の結果の上、御議決を賜り、厚くお礼を申し上げます。

季節の変わり目でございます。議員各位におかれましては、一層御自愛の上、新温泉

町のさらなる発展に向けて、一層の御支援、御協力を心よりお願いを申し上げまして、

お礼の御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。

○議長（宮本 泰男君） 以上をもって本日の会議を閉じます。

第１１６回新温泉町議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。

午前１１時０８分閉会

－２７－


